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令和３年度第８回理事会議事概要 

 

 

 

日 時 ： 令和３年１１月１２日（金）１５：３０～１６：００ 

 

場 所 ： 森林総合研究所特別会議室（つくば市） 

      （中西総括審議役、石原総括審議役はＴＶ会議で参加）  

 

出席者 ： 理事長               浅野  透 

 

      理事（企画・総務・森林保険担当）  矢野 彰宏 

 

      理事（研究担当）          坪山 良夫 

 

      理事（育種事業・森林バイオ担当）  今泉 裕治 

 

      理事（森林業務担当）        志知 雄一 

 

      理事（法令遵守担当）        井田 裕之 

 

      監事                鈴木 直子 

 

      監事                高橋 正通 

 

      総括審議役             寺川  仁 

 

      総括審議役             中西  誠 

 

      総括審議役             石原  聡 

 

      審議役               森谷 克彦 

 

      企画部長              小林  功 

 

      総務部長              青柳  浩 
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１．開会 

（寺川総括審議役） 

令和３年度第８回理事会を開催いたします。 

本日は審議事項が２件、報告事項が２件です。それでは順次、説明をお願いいたしま

す。 

 

２．議事 

Ⅰ－1 役員給与規程の一部改正について（案） 

（青柳総務部長） 

 ８月に人事院勧告があり、例年では１１月上旬に国家公務員の給与改定の閣議決定が

行われるのですが、今年度はまだ行われておりません。しかし、１２月の期末手当の支

給に人事院勧告の内容を反映させるためには、今回の理事会にお諮りしないと時期を逸

してしまうという状況になっております。そこで、閣議決定される国の給与改定に準ず

ることを前提としまして、国に準じた期末特別手当を支給するという内容で役員給与規

程の改正をお諮りします。 

 具体的な改正内容としましては、年間支給割合を０．１月分引き下げて３．１５月分

にするというものです。改正時期につきましては閣議決定の月がはっきりしませんので、

閣議決定後としています。 

 なお、参考ですが、昨年度も国に準じた取り扱いで改正を行っております。 

 

（寺川総括審議役） 

 何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

 特にご意見がないようでしたら、承認とさせていただきます。 

 

Ⅰ－２ 一般社団法人日本ウッドデザイン協会への入会等について（非公表） 

 ※矢野理事から本件の説明が行われ、審議の上、承認された。 

 

Ⅱ―１ 令和３年度賃金等改定交渉について（非公表） 

※青柳総務部長から本件の説明が行われた。 

  

Ⅱ－２ （国研）森林研究・整備機構における新型コロナウィルス感染症対策について

（寺川総括審議役） 

 新型コロナウィルス感染症対策について、３２ページから時系列でまとめております

が、３５ページの最後の２つの○が今回新たに発出したものになります。 

 １つめの○について、変更の内容は海外出張関係になります。日本政府の感染症拡大

防止と国際的な人の往来の再開を両立するという方針の下、他の国研等も海外への渡航

を再開しているという状況を踏まえまして、海外出張については出張の妥当性を精査し、

十分な感染リスク軽減措置を講じた上で行うということにしました。 

 森林総研については海外出張判断基準を別に設けており、出張予定者の健康状態、業

務遂行上当該出張が必要不可欠であるか、相手国の受け入れ態勢は整っているか、出張
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翌日から１４日間、検疫所が指定する場所に待機することは可能か、等の基準を設け、

その条件をクリアした者のみが海外出張できることにしました。 

 ２つめの○について、新型コロナウィルス感染の有無を判断する検査として、従来は

ＰＣＲ検査しか判定方法がなかったことからガイドラインにはＰＣＲ検査のみの記載と

していたのですが、その後、抗原検査も対象になってきた状況を踏まえまして、医師の

指示により感染の有無を判断するための検査を「ＰＣＲ検査等」として、当該検査を行

った際の対応について書き換えたところです。 

 抗原検査については抗原定性検査と抗原定量検査があり、抗原定量検査の方がより感

度が高く、国の方針では抗原定量検査は確定診断に用いることが可能となっており、Ｐ

ＣＲ検査と同じような取り扱いとなっています。また、抗原定性検査についても、発症

２日目から９日目の有症状者については確定検査に使えることになっております。 

 ほぼＰＣＲ検査と同じように使えるということになっておりますので、実態を踏まえ

ましてマニュアルを改正いたしました。 

 

（鈴木監事） 

 個人情報に該当するかもしれませんが、機構職員はワクチン２回目までおおむね接種

済みなのでしょうか。 

 

（寺川総括審議役） 

 調べたり聞いたりしていませんが、国全体の接種率を踏まえると進んでいることが予

想されます。 

 

Ⅲ その他 機構会議について 

（浅野理事長） 

来週１９日に機構会議が開催されますが、形式的な報告だけにならないよう、ディス

カッションや意見交換を増やした形にしています。活発なご意見が出るよう職員に働き

かけていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

（寺川総括審議役） 

ほかに質問がないようでしたら、これで令和３年度第８回理事会を終了いたします。

次回は１２月３日（金）、場所は川崎市の森林整備センターにて参集方式での開催を検

討しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

３．閉会 


